
長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱 

                 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、住宅市街地総合整備事業制度

要綱（平成１６年４月１日付け国住市第３５０号）に基づき、予算の範囲内において、老朽化し、

危険である、若しくは危険となる恐れがある特定空家等又は不良住宅の除却を行う者に対し、長

崎市特定空家等除却費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、長崎市補助金

等交付規則（昭和６３年長崎市規則第２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 （補助対象建築物） 

第２条 補助金の交付の対象となる建築物（附属する門及び塀を除く。以下「補助対象建築物」

という。）は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。 

 ⑴ 本市内に存する建築物 

 ⑵ 現に使用されていない建築物であって、過去にその過半が居住の用に供されていたもの 

 ⑶ 木造又は鉄骨造である建築物 

⑷ 市長が、周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあると認め、建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号）の規定による指導を行っている建築物 

⑸ 市長が、住宅地区改良法施行規則（昭和３５年建設省令第１０号）別表第一（い）欄に掲

げる評定区分のニ構造の腐朽又は破損の程度における合計評点が５０点以上であると測定し

た建築物。ただし、長屋であって合計評点が１００点未満であると測定したものについては、

この限りでない。 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

⑴  補助対象建築物の登記事項証明書（未登記の場合にあっては、固定資産（土地・家屋）評

価証明書若しくは固定資産（土地・家屋）公課証明書又は固定資産税納税通知書）に所有者

として記録されている者（法人を除く。） 

 ⑵ 前号に規定する者の相続人 

 ⑶ 前２号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象建築物が複数人の共有である場合において、当該共有者

（補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の１人である場合にあっては、当該補助金の申

請をしようとする者を除く。）から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者は、補

助対象者としない。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が前項第１号又は第２号に該当

し、かつ、共有者から同意を得られないやむを得ない理由があると市長が認める場合で、誓約書

（第１号様式）を提出したときは、この限りでない。 

３ 第１項及び前項ただし書の規定にかかわらず、補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以 

外の物権（賃借権を含む。）の設定がある場合において、権利者から補助対象建築物の除却に 



ついての同意を得られない者は、補助対象者としない。 

 

 （補助対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対象者が発注

する補助対象建築物の除却工事で、次に掲げる者に請け負わせる除却工事とする。 

⑴ 本市内に本店を有する法人又は本市内に住所を有する個人 

⑵ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若

しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）

第２１条第１項に規定する解体工事業に係る登録を受けた者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助対象工事としな

い。 

⑴ 補助金の交付の決定前に着手した除却工事 

⑵ 他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事 

⑶ 補助対象建築物（長屋住宅を除く。）の一部のみを除却する除却工事 

⑷ 門又は塀を除却する除却工事 

⑸ 家財道具を除却する除却工事 

⑹ その他市長が不適当と認める除却工事 

 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（消費税及び地方消費税を除く額をいう。以下「補助対

象経費」という。）は、補助対象建築物の除却工事費に１０分の８を乗じて得た額とする。 

２ 前項に規定する除却工事費は、補助金の交付の決定をした際における国土交通大臣が定める

住宅局所管事業に係る標準建設費を使用して算出した工事費を上限とする。 

 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、

５００，０００円を上限とする。 

２ 前項の規定により得た額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補

助金の額とする。 

 

 （事前調査） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次条に規定する交付の申請をしようとすると

きは、市長に対し、事前調査申請書（第２号様式）により、あらかじめ申請するものとする。 

２ 前項に規定する事前調査申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長

が特に理由があると認めるときは、その一部を省略させることができる。 

⑴ 補助金の交付を受けようとする建築物の付近見取図、写真及び平面図 

⑵ 補助金の交付を受けようとする建築物の建物登記事項証明書（未登記の場合にあっては、

固定資産（土地・家屋）評価証明書若しくは固定資産（土地・家屋）公課証明書又は固 

定資産税納税通知書の写し）、土地登記事項証明書及び公図 

⑶ 補助金の交付を受けようとする建築物の建物登記事項証明書に２人以上の共有者の記載 

がある場合にあっては、当該共有者（補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の１ 



人である場合にあっては、当該補助金の交付の申請をしようとする者を除く。）からの当該 

建築物の除却についての同意書及び当該建築物の建物登記事項証明書に所有権以外の物権 

（賃借権を含む。）の設定がある場合にあっては、当該権利者からの当該建築物の除却につ 

いての同意書 

⑷ 第３条第１項第２号に規定する者が補助金の交付の申請をしようとする場合であって、 

その交付を受けようとする建築物を相続する者が２人以上であるときにおいて、当該建築 

物が分割登記されていないときは、当該相続人（当該申請者を除く。）の当該建築物の除却 

についての同意書 

⑸ 第３条第１項第３号に規定する者が補助金の交付の申請をしようとする場合にあっては、 

同項第１号又は第２号に規定する者の補助金の交付を受けようとする建築物の除却につい 

ての同項第１号に規定する者の同意書又は同項第２号に規定する者全員の同意書 

⑹ 第３条第１項第２号に規定する者又は同項第３号の規定により同項第２号に規定する者 

から同意を得た者が補助金の交付の申請をしようとする場合にあっては、同項第１号に規 

定する者及び同項第２号に規定する者との相続関係図及び相続関係が確認できる戸籍謄本 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項に規定する事前調査申請書を受理したときは、審査及び必要に応じて現地調査

を行い、その結果を事前調査結果通知書（第３号様式）により、申請者に対して通知するもの

とする。 

 

 （交付の申請） 

第８条 規則第３条第１項に規定する市長が定める補助金の交付の申請の提出期日は、事前調査

結果通知書の通知日から起算して６０日以内又は補助金の交付の申請を行う日の属する年度の

２月２５日のいずれか早い日までとする。 

２ 規則第２２条の規定により、補助金の交付の申請は、規則第３条第１項の補助金等交付申請

書に代えて、長崎市特定空家等除却費補助金交付申請書（第４号様式）を用いるものとする。 

３ 規則第２２条の規定により、規則第３条第１項第４号の実施設計書は、工事計画書（第５号

様式）を用いるものとする。 

４ 規則第３条第１項第５号の市長が必要があると認める書類は、次に掲げる書類とする。ただ

し、市長が特に理由があると認めるときは、その一部を省略させることができる。 

⑴ 第４条第１項第２号に規定する許可の通知書又は登録の通知書の写し 

⑵ 事前調査結果通知書の写し 

⑶ 補助対象工事の見積書の写し（内訳明細の記載があるものに限る。） 

⑷ 補助対象建築物の平面図及び床面積求積図 

⑸ その他市長が特に必要と認める書類 

５ 規則第３条第２項の規定により、同条第１項第１号から第３号までの書類の添付は、省略さ

せるものとする。 

 

 （交付及び不交付の決定） 

第９条 規則第２２条の規定により、補助金の交付の決定の通知は、規則第６条第１項の補助金

等交付決定通知書に代えて、補助金交付決定通知書（第６号様式）を用いるものとする。 

２ 規則第６条第２項に規定する補助金を交付することが不適当と認めたときの通知は、補助金

不交付決定通知書（第７号様式）を用いるものとする。 



 

 （交付の条件） 

第１０条 規則第５条第１項第４号の市長が必要があると認める事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 補助対象工事を施工する場合は、建設リサイクル法等関係法令を遵守すること。 

 ⑵ 補助金交付決定通知書の通知日の属する年度の２月末日までに補助対象工事を完了するこ

と。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。 

 ⑶ 補助金の交付の決定を受けた者が補助対象工事完了後の跡地の所有者である場合にあって

は、その跡地を周囲に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。 

 ⑷ その他市長が特に必要があると認める事項 

 

 （申請内容の変更） 

第１１条 規則第２２条の規定により、補助金交付申請の内容変更の承認の申請は、規則第５条

第３項の補助事業等変更中止（廃止）承認申請書に代えて、補助金交付申請変更承認申請書（第

８号様式）を用いるものとする。 

２ 前項に規定する変更の申請には、変更の内容が確認できる書類を添付するものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する変更の申請を受け、承認した場合は、補助金交付申請変更承認通

知書（第９号様式）を用いて申請者に対して通知するものとし、承認しなかった場合は、補助金

交付申請変更不承認通知書（第１０号様式）を用いて申請者に対して通知するものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第１２条 規則第７条第１項に規定する申請の取下げをすることができる期日は、補助金交付決

定通知書の通知日から起算して６０日を経過する日とする。 

２ 規則第７条の申請の取下げには、補助金交付申請取下げ書（第１１号様式）を用いるものと

する。 

 

 （決定の取消等） 

第１３条 規則第２２条の規定により、規則第８条第３項及び規則第１６条第３項において準用

する規則第６条の通知は、規則第６条第１項の補助金等交付決定通知書に代えて、補助金交付決

定取消通知書（第１２号様式）を用いるものとする。 

 

 （完了報告書） 

第１４条 規則第１２条に規定する実績報告書を提出しなければならない期日は、補助対象工事

完了の日から起算して１４日以内又は補助対象工事の完了の日の属する年度の３月１５日のい

ずれか早い日までとする。 

２ 規則第２２条の規定により、補助対象工事の完了の報告は、規則第１２条の補助事業等実績

報告書に代えて、工事完了報告書（第１３号様式）を用いるものとする。 

３ 規則第１２条第２号の市長が必要があると認める書類は、次に掲げる書類とする。 

⑴ 補助対象工事に係る工事請負契約書の写し 

⑵ 補助対象建築物の除却後の写真 

⑶ 補助対象工事を行った者の工事完了証明書（第１４号様式） 

⑷ 補助対象工事の代金を支払った際の領収書又は請求書の写し（内訳明細の記載があるものに 

限る。） 



⑸ その他市長が特に必要と認める書類 

 

 （補助金の額の確定） 

第１５条 規則第２２条の規定により、補助金の額の確定は、規則第１３条の補助金等確定通知

書に代えて、補助金確定通知書（第１５号様式）を用いるものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第１６条 規則第２２条の規定により、規則第１５条第２項の請求書は、補助金交付請求書（第

１６号様式）を用いるものとし、補助金確定通知書の通知日から起算して１４日を経過する日ま

でに提出しなければならない。 

 

 （事業完了後の提出書類） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、補助対象工事の代金を支払った際の領収書の写しを補助

金の受領日から１４日以内に提出しなければならない。ただし、第１４条第３項第４号の規定に

より、既に領収書の写しを提出している場合は、その限りでない。 

 

 （帳簿等の整備及び保管） 

第１８条 補助金の交付を受けた者は、補助対象工事に係る経費の収支の状況を明らかにする書

類、帳簿等を補助対象工事が完了した日の属する年度の翌年度から５年間保管しなければならな

い。 

 

 （委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則（平成３０年６月８日長崎市告示第３４２号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行に際、現に建設業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第５５号） 

附則第３条第１項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、平 

成３１年５月３１日までの間、その者を解体工事業に係る建設業法（昭和２４年法律第１０ 

０号）第３条第１項の許可を受けた者とみなして、長崎市老朽危険空き家除却費補助金交付 

要綱第４条第１項第２号の規定を適用する。 

（要綱の失効） 

３ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和１１年２月２８日

までに交付の決定を受けた者に係るこの要綱の規定については、令和１１年３月３１日以降も

なおその効力を有する。 

附 則（令和３年４月６日長崎市告示第３２３号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の長崎市老朽危険空き家除却費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、



所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和６年３月１日長崎市告示第９６号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和８年３月１９日長崎市告示第１７５号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第３条第１号の改正規定、第７条第

２項第２号の改正規定及び第８条第４項第３号の改正規定並びに附則第３項の改正規定は、告

示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

 

誓約書 

 

  年  月  日 

 （あて先）長崎市長 

申請者 住 所 

氏 名            ㊞ 

連絡先 

 

 

 私は、長崎市特定空家等除却費補助金の実施に当たり、次の物件に係る紛争等が生じた場合、

責任を持って解決し、長崎市に対して一切の損害を与えないことを誓約します。 

 

 

 

 

 

１．補助対象建築物の所在地  

 

 

２．建物の所有者又は管理者氏名 

 

 

３．所有者との続柄 

 

 

４. 同意を得られない共有者の氏名及びその理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第７条関係） 

事前調査申請書 

年  月  日 

 （あて先）長崎市長 

申請者 住 所 

氏 名             

連絡先 

 

 長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、関係書類を添えて次のと

おり事前調査を申請します。 

 また、申請に係る建築物の立ち入り調査を行うことに同意します。 

建築物の概要 

 所 在 地：長崎市 

 住 居 表 示：長崎市 

 使用者の有無：□有・□無 

 建 築 年 次：       

 用途（種類）：□戸建住宅 

         □長屋住宅（  戸） 

         □共同住宅 

         □併用住宅 

         ※併用住宅は、過半が居住の用に 

          供されていたものに限る。 

         □その他（       ） 

 建 築 面 積：       ㎡ 

 延 べ 面 積：       ㎡ 

 構 造 ・ 階 数：   造   建て 

 門・塀の有無：□有・□無 

申請者区分 

□１．登記事項証明書（未登記の場合にあっては、固定資産（土

地・家屋）評価証明書若しくは固定資産（土地・家屋）公課

証明書又は固定資産税納税通知書）に所有者として記録され

ている者 

□２．１の者の相続人 

□３．１又は２の者から補助対象建築物の除却について同意を

受けた者 

添付書類 
 長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱第７条第２項各号に

掲げる書類 

 



第３号様式（第７条関係） 

事前調査結果通知書 

第     号 

    年  月  日 

 住所 

 氏名           様 

 

長崎市長         

 

 長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱第７条第３項の規定により、次のとおり事前調査の結

果を通知します。 

 

 ○申請建築物の所在地 

    所 在 地：長崎市 

    住居表示：長崎市 

 

 □     年  月  日付けで事前調査申請があった申請者及び申請建築物は、本補助金

の補助対象者及び補助対象建築物に該当します。 

   今後、本補助金の交付の申請をする場合は、長崎市特定空家等除却費補助金交付申請書（第

４号様式）に、本通知書の写しを添付してください。また、同交付申請は本通知日から起算

して６０日以内に行ってください。 

   なお、本通知書は、本補助金を交付することを保証するものではありません。 

 

 □     年  月  日付けで事前調査申請があった申請者は、次の理由により、本補助

金の補助対象者に該当しません。 

該当しない理由 

 

 



第４号様式（第８条関係） 

 

長崎市特定空家等除却費補助金交付申請書 

 

    年  月  日 

 （あて先）長崎市長 

申請者 住 所 

氏 名             

連絡先 

 

 長崎市補助金等交付規則第３条第１項の規定により、長崎市特定空家等除却費補助金の交付に

ついて、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

なお、申請内容の確認のために必要があるときは、他の補助制度の活用状況について、市長が

関係機関へ調査を行うことに同意します。 

補助年度            年度 

事前調査結果の 

通知年月日及び番号 

通知年月日：     年  月  日 

通 知 番 号：     第     号 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

補助対象経費の 

算出方法 

補助対象工事の見積金額（税抜）       円（①） 

(①)       円×０．８＝        円（②） 

標準建設費による上限 

補助対象工事の床面積           ㎡ 

木造   ㎡×    円／㎡×０．８＝     円（③） 

鉄骨造  ㎡×    円／㎡×０．８＝     円（③） 

補助対象経費 (④)      円 （②又は③のいずれか少ない額） 

交付申請額の 

算出方法 

補助対象経費(④)    円×０．５＝    円(⑤) 

補助上限額          ５００，０００円(⑥) 

交付申請額         円 
（⑤又は⑥のいずれか少ない額の 

１，０００円未満を切り捨て） 

他の制度等に基づく 

補助金の申請の有無 

 □ 有 

 □ 無 

添付書類 
 長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱第８条第３項及び第４

項各号に掲げる書類 



第５号様式（第８条関係） 

工事計画書 

発注者 

（申請者） 

住 所： 

氏 名：            

補助対象建築物の 

概要 

 所 在 地：長崎市 

 住 居 表 示：長崎市 

 建 築 年 次：      

 用途（種類）：□戸建住宅 □長屋住宅（  戸） 

         □共同住宅 □併用住宅 

         □その他（       ） 

 建 築 面 積：       ㎡ 

 延 べ 面 積：       ㎡ 

 構 造 ・ 階 数：   造   建て 

 門・塀の有無：□有・□無 

工事の概要 

 □ 建築物の全てを除却 

  門・塀の除却（□除却する・□除却しない） 

 □ 長屋住宅の一戸を除却 

 ※長屋住宅の一戸を除却する場合は、除却を行う箇所の 

図面を添付してください。 

受注予定者 

（施工予定者） 

本店所在地 

又は住所 
 

商号及び代表

者名又は個人

氏名                    

許可番号 

(登録番号) 

□ 建設業許可 

□ 国土交通大臣 ・ □ 長崎県知事 

（  －  ）第  号（     工事業） 

主任（監理）技術者の氏名： 

□ 解体工事業登録 

長崎県知事 登内－  第   号 

技術管理者の氏名： 

担当者名  

連絡先  

工事見積額 金          円 
※消費税及び地方消費税相当額を除

く。 

予定工期 補助金交付決定通知書の通知日 ～  年  月  日 



第６号様式（第９条関係） 

 

補助金交付決定通知書 

 

                        第    号 

                            年  月  日 

 

 住所 

 氏名           様 

長崎市長       

 

  年  月  日付けで申請のあった長崎市特定空家等除却費補助金の交付について

は、次のとおり決定しましたので、長崎市補助金等交付規則第６条第１項の規定により通知しま

す。 

補助年度              年度 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

交付決定金額               円 

交付条件 

１．補助対象工事を施工する際は、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律等関係法令を遵守すること。 

２．本通知の通知日が属する年度の２月末日までに補助対象工事を

完了すること。 

３．補助金の交付の決定を受けた者が補助対象工事完了後の跡地の

所有者である場合にあっては、その跡地を周囲に悪影響を及ぼさ

ないよう適正な維持管理に努めること。 

４. 補助対象工事完了の日から起算して１４日以内又は補助対象 

 工事の完了の日の属する年度の３月１５日のいずれか早い日まで

に工事完了報告書等を提出すること。 

 



第７号様式（第９条関係） 

 

補助金不交付決定通知書 

 

                                    第    号 

                                    年  月  日 

 

 住所 

 氏名           様 

長崎市長       

 

    年  月  日付けで申請のあった長崎市特定空家等除却費補助金の交付については、

次のとおり交付することが不適当と認めましたので、長崎市補助金等交付規則第６条第２項の規

定により通知します。 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

交付することが 

不適当と認めた理由 

 

 

 



（表面） 

第８号様式（第１１条関係） 

 

補助金交付申請変更承認申請書 

 

 

    年  月  日 

 （あて先）長崎市長 

申請者 住 所 

氏 名             

連絡先 

 

 長崎市特定空家等除却費補助金交付申請の内容を変更しましたので、長崎市補助金等交付規則

第５条第３項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

通知番号 

及び年月日 

   第    号 

     年   月   日 

補助年度              年度 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

変更の内容  

変更をする理由  

 



（裏面） 

 

変更後の補助対象経費 

の算出方法 

補助対象工事の見積金額（税抜）      円（①） 

(①)       円×０．８＝       円（②） 

標準建設費による上限 

補助対象工事の床面積           ㎡ 

木造   ㎡×    円／㎡×０．８＝     円（③） 

鉄骨造  ㎡×    円／㎡×０．８＝     円（③） 

変更後の補助対象経費 (④)      円 （②又は③のいずれか少ない額） 

変更後の交付申請額 

の算出方法 

補助対象経費(④)    円×０．５＝    円(⑤) 

補助上限額          ５００，０００円(⑥) 

変更後の交付申請額         円 
（⑤又は⑥のいずれか少ない額の 

１，０００円未満を切り捨て） 

添付書類 

 

 



第９号様式（第１１条関係） 

 

補助金交付申請変更承認通知書 

 

                                    第    号 

                                    年  月  日 

 

 住所 

 氏名           様 

長崎市長         

 

    年  月  日付けで申請のあった長崎市特定空家等除却費補助金交付申請の内容の

変更については、次のとおり承認しましたので、長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱第１１

条第３項の規定により通知します。 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

計画変更の内容  

変更後の 

交付決定金額 
 

承認条件  

 



第１０号様式（第１１条関係） 

 

補助金交付申請変更不承認通知書 

 

                                    第    号 

                                    年  月  日 

 

 住所 

 氏名           様 

長崎市長         

 

   年  月  日付けで申請のあった長崎市特定空家等除却費補助金交付申請の内容の

変更については、次のとおり不承認としましたので、長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱第

１１条第３項の規定により通知します。 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

計画変更の内容  

不承認とした理由  

 



第１１号様式（第１２条関係） 

 

補助金交付申請取下げ書 

 

年  月  日 

 （あて先）長崎市長 

申請者 住 所 

氏 名             

連絡先 

 

 長崎市補助金等交付規則第７条第１項の規定により、長崎市特定空家等除却費補助金の交付に

ついて次のとおり取下げます。なお、提出済みの書類に関しては返却を求めません。 

通知番号 

及び年月日 

   第    号 

     年   月   日 

補助年度              年度 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

取下げ理由  

 



第１２号様式（第１３条関係） 

 

補助金交付決定取消通知書 

 

                                   第    号 

                                   年  月  日 

 

 住所 

 氏名           様 

長崎市長         

 

   第   号     年  月  日付けで通知した長崎市特定空家等除却費補助金の交

付決定については、次のとおり取消しましたので、長崎市補助金等交付規則第８条第３項第１６

条第３項の規定により通知します。 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

取り消した部分 

 □ 交付決定の全部 

 □ 交付決定の一部 

 取り消した交付決定の一部の詳細 

 

取り消した理由 

長崎市補助金等交付規則第８条第２項 

 □ 第１号に該当  □ 第２号に該当 

長崎市補助金等交付規則第１６条第１項 

 □ 第１号に該当  □ 第２号に該当 

 □ 第３号に該当  □ 第４号に該当 

 取り消した理由の詳細 

 

 

 

  



第１３号様式（第１４条関係） 

 

工事完了報告書 

 

年  月  日 

 （あて先）長崎市長 

申請者 住 所 

氏 名             

連絡先 

 

 長崎市補助金等交付規則第１２条の規定により、関係書類を添えて次のとおり報告します。 

通知番号 

及び年月日 

  第    号 

     年   月   日 

補助年度              年度 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

工事完了年月日       年   月   日 

交付決定金額               円 

補助対象経費精算額 

の算出方法 

補助対象工事の精算額（税抜）       円（①） 

(①)       円×０．８＝       円（②） 

標準建設費による上限 

補助対象工事の床面積           ㎡ 

木造   ㎡×    円／㎡×０．８＝     円（③） 

鉄骨造  ㎡×    円／㎡×０．８＝     円（③） 

補助対象経費精算額 (④)         円（②又は③のいずれか少ない額） 

添付書類 

１ 長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱第１４条第３項第１号

から第３号までに掲げる書類 

２ 長崎市特定空家等除却費補助金交付要綱第１４条第３項第４号

に掲げる下記の書類 

  □ 領収書の写し 

  □ 請求書の写し（補助対象工事の代金を支払った際の領収書の

写しを補助金の受領日から１４日以内に提出します。） 

 



第１４号様式（第１４条関係） 

 

工事完了証明書 

 

 

 １．工事発注者    住所 

            氏名 

 

 

 ２．工事場所     長崎市 

 

 

 ３．工事内容     □ 建築物の全てを除却 

             門・塀の除却（□除却した・□除却していない） 

            □ 長屋住宅の一戸を除却 

            ※長屋住宅の一戸を除却した場合は、除却を行った 

             箇所の図面を添付してください。 

 

 

 ４．工事期間     工事着手日      年   月   日 

 

            工事完了日      年   月   日 

 

 

 

 上記のとおり建築物を除却したことを証明します。 

 

 

        年  月  日 

 

       工事施工者 

       所在地（住所） 

       商号及び代表者名（個人氏名）               

       連絡先 

 



第１５号様式(第１５条関係) 

 

補助金確定通知書 

 

第     号 

                            年  月  日 

 

 住所 

 氏名           様 

長崎市長         

 

    年  月  日付けで完了報告のあった補助対象工事については、次のとおり補助金

の額を確定しましたので、長崎市補助金等交付規則第１３条の規定により通知します。 

通知番号 

及び年月日 

  第    号 

     年   月   日 

補助年度           年度 

補助対象建築物の 

所在地 

所 在 地：長崎市 

住居表示：長崎市 

交付決定金額               円 

補助対象経費 

精算額 
              円 

交付確定金額               円 

 

  



第１６号様式（第１６条関係） 

 

補助金交付請求書 

 

   年  月  日 

 （あて先）長崎市長 

 

                    下記の金額を請求します。 

 

郵便番号 〒   －       

住所                     

氏名                    

電話番号 （    ）   － 

ﾌｧｯｸｽ番号 （    ）   － 

 

 

 

振 

 

替 

 

先   

   金 融 機 関 名  支店（支所）名 

           銀   行 

           金庫・組合 

 

        支店 

    預 金 種 別   口 座 番 号 

１.普通 ２.当座 ４.貯蓄 ９.別段 

（該当するものを○印で囲んでください） 

       

 口座名義（カタカナで記入してください） 

 

 

 

請求金額 

 百  十  億  千  百  十  万  千  百  十  円 

  （注）・金額の頭に￥をつけること。 

  （注）・請求金額の改ざん、又は訂正をしてはならない。 

 

件名   長崎市特定空家等除却費補助金 

 

 


